
奈良県警察職員定数規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成３１年３月２９日

奈良県公安委員会

委員長 中 村 憲 兒

奈良県公安委員会規則第４号

奈良県警察職員定数規則の一部を改正する規則

奈良県警察職員定数規則（平成３年１０月奈良県公安委員会規則第７号）の一部を次

のように改正する。

第３条第１項中「６５１人」を「６５５人」に、「２２０人」を「２２１人」に、「

８７１人」を「８７６人」に、「１，８３０人」を「１，８２６人」に、「１００人」

を「９９人」に、「１，９３０人」を「１，９２５人」に改める。

附 則

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。
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